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小規模特別養護老人ホーム だいたい村 

重要事項説明書 

 

 当施設は介護保険の指定を受けています  

 （長久手市指定 第 2395000033 号）  

 

 

 

 当施設は、ご利用者に対して地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護サービスを提

供します。 

 施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを以下のとお

り説明します。 

 

 

  当施設への入居は、原則として、要介護認定の結果「要介護3」・「要介護4」・「要介

護5」と認定された方が対象となります。 

 

 但し、要介護認定をまだ受けていない方でも入居申込は可能です。  
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1. 施設経営法人 

(1)法人名       社会福祉法人 愛知たいようの杜 

(2)法人所在地   愛知県長久手市根嶽1201番地 

(3)電話番号   0561‐63‐2739 

(4)代表者氏名  理事長  大須賀 豊博 

(5)設立年月日  昭和61年6月18日 

 

2. 利用サービス 

(1)施設の種類  地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

          平成21年7月1日指定 長久手市2395000033号 

(2)施設の目的     

 当施設は、介護保険法令に従って、ご利用者（以下「利用者」という）がその有する

能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう入所によるサービ

ス提供を行うことを目的としております。 

 

(3)施設の運営方針 

 当施設では、施設サービス計画書に基づき、食事・排泄・入浴等の介護、社会生活上

の便宜の提供その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行

うことにより、自立した生活を営むことができるように努めます。又、地域や家庭と

の結びつきを重視した運営を行い、市町村、他事業者等と密接な連携を努め、利用者

の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供を努めます。 

 

(4)施設の名称     小規模特別養護老人ホーム だいたい村 

(5)施設の所在地    愛知県長久手市前熊下田155番地 

(6)電話番号      0561‐63‐3400 

 (7)施設長（管理者）  加藤 みゆき 

(8)開設年月日     平成21年7月1日 

(9)入所定員      29名 

 

3. 施設の概要  

（1）建物の構造：鉄筋コンクリート造 地上2階建て 

（2）建物の延べ床面積：1648.11㎡（併設ショートステイ杜の宿、地域交流スペース含む。） 
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4. 居室の概要 

(1)当施設では、以下の居室及び設備をご用意しています。   

 室  数 備  考 

居室 29室 

ユニット個室（うちトイレ付き6室） 

電動ベッド、エアコン、ナースコール、 

室内灯を備えています。 

居間 3か所 大型テレビ、ソファー 

食堂 3か所 テーブル、椅子 

調理室 3か所 
冷蔵庫、冷凍庫、ガスレンジ、食器洗浄機      

炊飯器電気ポット、スチームオーブンレンジ 

談話室、談話コーナー 6か所 書棚、テーブル、椅子、ベンチ  

介護材料室 1室   

浴室、脱衣室 3室 一般浴槽（リフト付き）  

洗濯室 3室 洗濯機、乾燥機  

特浴室 1室   

医務室 1室   

地域交流スペース 3室   

※ 居室を除く設備の利用にあたって、利用者に特別ご負担いただく費用は、あり

ません。 

 

(2) 居室の変更 

利用者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により、施設でそ

の可否を決定します。また、利用者の心身の状況により居室を変更する場合があります。

その際には、利用者や家族等と協議のうえ決定するものとします。 

 

(3) 居室以外に関する特記事項 

 共用トイレ(洗面付き) 4 か所 ユニットに 3か所、1階玄関に 1か所 

自動販売機 1 か所 敷地内 

喫煙場所 1 か所 喫煙場所以外は、禁煙となります。 

※ 室内にトイレがない居室については、利用者の心身の状況に応じて、ポータブル 

トイレをご用意することができます。 
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5. 職員の配置状況 

当施設では、利用者に対して地域密着型入所者生活介護を提供する職員として、以下の 

職種の職員を配置しています。 

〈主な職員の配置状況〉                                      令和8年4月1日現在 

           職  種 常勤換算 指定基準  

 1. 管理者 1 1名  

 2. 介護職員 14.5 9名  

 3. 生活相談員 1 1名  

 4. 看護職員 1 1名  

 5. 機能訓練指導員 1 1名  

 6. 介護支援専門員 1 1名  

 7. 医師（嘱託） 0.05 必要数  

 8. 管理栄養士 1 1名  

※ 職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

※ 常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常勤職 

員の所定勤務時間数（例：週40時間）で除した数です。 

（例）週8時間勤務の介護職員が5名いる場合、常勤換算では、1名（8時間×5名÷40 

時間＝1名）となります。 

 

 〈主な職種の勤務体制〉                  令和8年4月1日現在 

 職種 勤 務 体 制  

 医師 毎週水曜日 13:30～   

 

介護職員 

早番 6：30～15：30 3名  

 日勤2 9：00～18：00 1名  

 日勤3 10：00～19：00 1名  

 遅番 12：00～21：00 1～2名  

 準夜勤 15：15～0：15 1～2名  

 深夜勤 0：00～9：00 1名  

 看護師 通常 9：00～18：00 1～2名  

 機能訓練指導員 通常 9：00～18：00 1名 

 管理栄養士 通常 9：00～18：00 1名 

 介護支援専門員 通常 9：00～18：00 1名 

 生活相談員 通常 9：00～18：00 1名 

                                     ※勤務体制はあくまで目安となります。 

※夜間及び深夜においては、2ユニットに1人以上の介護職員を夜間及び深夜の勤務に

従事する職員として配置しています。 

 

 

 

 

 



- 5 - 

 

6. 当施設が提供するサービスと利用料金 

当施設が提供するサービスについて、以下があります。 

 （1）サービス利用料金が介護保険から給付される場合。  

 （2）サービス利用料金の全額を利用者に負担いただく場合。  

（1）当施設が提供する基準介護サービス（契約書第4条参照） 

   以下のサービス利用料については、居住費・食費を除き9割～7割(負担割合に応じて)

が介護保険から給付されます。 

 

食事 

管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体

の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

 利用者の自立支援のため、離床して食事をとっていただくこ

とを原則としています。 

 (食事時間) 朝食：8：00～ ／ 昼食：12：00～ ／ 夕食：17：00～ 

 居室 ユニット型個室(一部トイレ付き)を提供します。 

 
排泄 

排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した

援助を行います。 

 

入浴 

入浴または清拭を週2回行います。 

 全介助の方でも、リフトやリクライニングシャワーチェア等

を使用して入浴することができます。 

 

機能訓練 

機能訓練指導員により、利用者の心身等の状況に応じて、日

常生活を送るのに必要な機能の回復またはその減退を予防

するための訓練を実施します。 

 健康管理 医師や看護職員が、健康管理を行います。 

 
相談及び援助 

利用者及びご家族からの種々の相談に応じ、可能な限り必要

な援助を行います。 

 

その他自立への支援 

寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

 生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮しま

す。 

 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう

援助します。 

 シーツ交換を週1回行います。 

 

〈サービス利用料金（1日あたり）〉 

利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額（自己

負担額）と居住及び食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい（サービスの利用

料金は、利用者の要介護度に応じて異なります）。 

 ただし、実際にお支払いいただく金額は、加算等により、増減することがあります。 
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利用料金表（1割負担の場合）                       （1単位＝10.27円） 

 要介護度   1   2   3   4   5  

 1 サービス利用料金 7,004円 7,733円 8,503円 9,253円 9,972円  

 2 うち、介護保険から 
6,304円 6,960円 7,653円 8,328円 8,975円 

 

 給付される金額  

 3 サービス利用料金 
700円 773円 850円 925円 997円 

 

 自己負担額(1－2)  

 4 居住費自己負担額  2,280円  

 5 食費自己負担額  1,495円  

 6 自己負担額合計 
4,475円 4,548円 4,625円 4,700円 4,772円 

 

   （3＋4＋5）  

※ 居住費については、トイレ設置ありの居室は1日2,610円になります。 

 

※ 平成27年8月より一定以上所得者の方は2割負担となります。 

  平成30年8月より自己負担額が2割の方のうち、一定以上の所得者は自己負担が3割にな

ります。 

 

※ 居住費、食費の負担軽減(介護保険負担限度額認定) 

  世帯全員が市町村民非課税の方(市町村民税世帯非課税者)や生活保護を受けられてお 

られる方の場合には、住民票のある市町村へ申請することにより、「介護保険負担限 

度額認定証」が交付され、居住費、食費の負担が軽減される場合があります。 

 

※ 居住費、食費については、負担限度額認定を受けている場合、認定証に記載してある

負担限度額とします。 
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※ 各種加算（原則全員対象：上記金額に加算されます。） 

加算名 単位数 算定条件 

日常生活継続支援加算 46単位/日 

認知症高齢者等が一定割合以上入所して

且つ介護福祉士資格を有する一定の割合

配置 

看護体制加算 12単位/日 

看護師を人員配置基準以上に配置し、病院

との24時間連絡体制を確保 

個別機能訓練加算 

(Ⅰ) 12単位/日 
機能訓練指導員を人員配置基準以上に配

置し、個別機能訓練計画を作成、実施 

(Ⅱ) 20単位/月 
個別機能訓練計画の内容等を厚労省に提 

出、フィードバックをケアに反映した場合 

栄養マネジメント強化加算 11単位/日 

管理栄養士を配置し、利用者の栄養状態の

観察、評価、心身の状況に応じた食事の調

整を実施した場合 

夜勤職員配置加算 46単位/日 
夜間時間帯に職員を人員配置基準以上に

配置をした場合 

協力医療機関連携加算 5単位/月 

協力病院期間と入所者等の現病歴等の情

報共有を行う会議を定期的に開催した場

合 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 10単位/月 
介護サービスの質を維持・向上させながら

業務の効率化を図る取り組みを推進 

科学的介護推進加算(Ⅱ) 50単位/月 

様々なケアにより記録している利用者の

状態像に関する情報について、厚労省が指

定するデータベースに情報提供をし、得ら

れるフィードバックを基に、PDCAによりケ

アの質を高めていく取組を行った場合 

自立支援促進加算 280単位/月 医師等と連携し、利用者の自立を促す取組

を推進した場合 

褥瘡マネジメント加算 

(原則一つ対象) 

(Ⅰ) 3単位/月 

褥瘡の発生に係るリスクを指標用いて、施

設入所時に評価するとともに、３月に１

回、評価を行い、その評価結果を提出した

場合 

(Ⅱ) 13単位/月 

施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生す

るリスクがあるとされた利用者等につい

て、褥瘡の発生のない場合 
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排泄支援加算 

(原則一つ対象) 

(Ⅰ) 10単位/月 

排泄介助を要する利用者に対し、多職種が

協働して支援計画を作成し、その計画に基

づき支援した場合 

(Ⅱ) 15単位/月 施設入所時等と比較して、排尿・排泄状態

の一方が改善するとともに、悪化がない又

おむつ使用から使用なしに改善した場合 (Ⅲ) 20単位/月 

口腔衛生管理加算 (Ⅰ) 90単位/月 
利用者の口腔の健康の保持を図り、口腔衛

生の管理体制を整備し、口腔衛生の管理を

計画的に行っている場合 

介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1ヶ月の合計単位数に14%を乗じた単位数 

 

※ その他加算（該当する場合のみ、上記金額に加算されます。） 

加算名 単位数 算定要件 

初期加算 30単位/日 
入所に伴い様々な支援が必要なことから

入所後30日に限り算定が可能 

安全対策体制加算 20単位/1回 

研修を受けた安全対策責任者を中心とし

事故の防止に係る指示や事故が生じた場

合の対応について、適切に従業者全員に

行き渡るような体制を整備している場合 

ADL維持加算 

(原則一つ対象) 

(Ⅰ) 30単位/月 

利用者の日常生活動作をバーセルインデ

ックスという指標を用いて、6ヶ月毎の状

態変化がみられた場合、平均値1以上 

(Ⅱ) 60単位/月 (Ⅰ)と同様で尚且つ、平均値2以上 

認知症ケア加算 (Ⅰ) 3単位/日 

認知症に係る専門的な研修を修了してい

る職員を配置し、専門的認知症ケアを実

施した場合。 

若年性認知症入所者 

受入加算 

120単位/日 
若年性認知症患者の特性やニーズに対応

したサービス提供を行った場合 

看取り介護 

加算(Ⅰ) 

45日前～ 

31日前 
72単位/日 

 

 

医師が終末期であると判断した利用者に

ついて、看取り介護を行った場合 
30日前まで 144単位日 

前日及び

前々日 
680単位/日 

死亡日 1,280単位/日 

療養食加算 18単位/日 

医師の発行する食事箋に基づき栄養士に

よって管理され、適切な栄養量及び内容

を有する療養食の提供が行った場合 
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経口移行加算 28単位/日 
経口摂取に移行するための医師の指示に

基づいて栄養管理を実施した場合 

経口維持加算 
(Ⅰ) 400単位/月 経口により食事を摂取しているが、摂食

機能障害を有し誤嚥が認められる場合 
(Ⅱ) 100単位/月 

認知症行動・心理症状 

緊急対応加算 
200単位/日 

医師より、在宅生活が困難で緊急に利用

することが適当であると判断された場合 

在宅復帰支援機能加算 10単位/日 

利用者の家族、居宅支援事業者に対して

居宅サービスに必要な情報提供、退居後

の居宅サービス利用に関する調整した場

合 

在宅・入所相互利用加算 40単位/日 

複数の利用者が在宅期間及び入所期間を

定めて同一の個室を計画的に利用する在

宅・入所相互利用を行った場合 

退所前訪問相談援助加算 460単位/日 
入所期間終了にあたって、在宅での生活

継続の支援に取り組んだ場合 

退院後訪問相談援助加算 460単位/日 

利用者が退所するにあたり、退所後30日 

以内に居宅や施設に訪問する相談援助、 

連絡調整を行った場合 

退所時情報提供加算 250単位/1回 

利用者が退居し、医療機関に入院する場 

合、医療機関に対して、当該利用者の同 

意を得て、当該利用者の心身の状況、生 

活歴等の情報を提供し、提供した文書の 

写しを介護記録等で添付した場合 

退所時相談援助加算 400単位/日 

利用者が退所するにあたり、退居後の居

宅サービスや施設サービス等について相

談援助と情報提供を行った場合 

退所前連携加算 500単位/日 

利用者が退居に先立ち、退居後の居宅支

援事業者に対する情報景況と居宅サービ

ス利用について連携調整を行った場合 

高齢者施設等感染対策 

向上加算（Ⅱ） 
5単位/月 

医療機関から3年に1回以上施設内で感染

者が発生した場合の感染制御等に係る実

地指導を受けている場合。 

口腔衛生管理体制加算 30単位/月 

歯科医師又は歯科衛生士の助言や指導に

基づいた口腔ケア計画書を作成し、歯科

衛生士が職員へ月１回以上口腔ケアに関

わる助言および指導を受けた場合 

口腔衛生管理加算（Ⅱ） 110単位/月 

口腔衛生などの管理に係る計画の内容等

の情報を厚労省に提出、フィードバック

を受け、ケアに反映した場合 
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外泊時費用加算 246単位/日 

利用者が病院又は診療所への入院を要し

た場合及び利用者に対して居宅における

外出を認めた場合且つ1月に6日を限度 

※ 利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいった

んお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保

険から払い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請

を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

※ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担

額を変更します(別紙料金表参照)。 

※ 一時外泊・入院の場合、所定のサービス利用単位分（1日246単位。但し、月6日を限度）

の請求をいたします。 

※ 食費について、朝・昼・夕のいずれか利用した場合、日額をお支払いいただきます。 

 

（2）(1）以外のサービス 

  以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。 

〈サービスの概要〉 

特別な食事 

(酒等の嗜好品含む) 

①食事持込は原則可能ですが、持込前に当施設に連絡下さい。

②持込物は季節や利用者の状態に応じて、要相談となります。 

②持込の食事に要した費用は利用者負担となります。 

理髪・美容 美容師により出張有料カットサービス 

保険証管理 

① 各種保険証の管理を希望する場合 

600円/月 

② 各種保険証を身元引受人様での管理を希望する場合は必要

に応じて各機関に提示をお願いします。 

全体行事 
※外出行事は、天候不良等により中止の場合があります。 

※遠隔地への交通費等も利用者負担となります。 

複写物の交付 

サービス提供についての記録は閲覧できます。 

複写物を必要とする場合には1枚につき10円のご利用者負担に

なります。 

日常生活上必要となる

諸費用 

日常生活品の購入代金等、利用者の日常生活に要する費用 

で利用者に負担いただくことが適当であるもの。 

※おむつ代は、介護保険給付対象のため、ご負担はありません。 

外出に係る費用 

①通院・入院時 

 長久手市内：無料 

 長久手市外：無料 

②以外の私用にかかるご利用（外食・外泊・帰省等） 

20円／1㎞ 

所定の料金 

(契約書第22条参照) 

利用者が契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契

約終了日から現実に居室が明け渡された日までの期間に係る、

利用者の要介護度に応じた1日あたりの介護報酬基準額による

料金をお支払いいただきます。 
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クリーニング 

洗濯サービス以外に、ドライクリーニングなどのご希望があれ

ば、業者への紹介をいたします。 

費用は利用者負担になります。 

個人持込による 

電化製品等の電気料金 
個人持込の電化製品がある場合は、当施設で定めている電気料

金を徴収しております。※個人請求物品単価一覧表参照 

個別に必要な 

物品の料金 

利用者やご家族が望んだ物品や、施設職員が利用者にとって日

常生活上必要な物品と判断し、利用者やご家族が認めたもの。

※物品内容に応じて要相談になります。 

 

※ 経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、利用料金を相当な額に

変更することがあります。その場合、事前に変更の内容と変更する事由について、変更

を行う2か月前までにご説明します。 

 

（3）利用料金のお支払い方法 

   前記(1）(2)の料金・費用は、1か月ごとに計算し、ご請求しますので、請求書発効日 

の月末までに次項記載のいずれかの方法でお支払い下さい。（1か月に満たない期間の 

サービスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

            ①口座振替（引落し日：毎月26日）   

  ②下記指定口座への振り込み       

    名古屋銀行 長久手支店 普通預金 口座番号3104448   

    名義「社会福祉法人 愛知たいようの杜 理事長 大須賀
お お す か

 豊
とよ

博
ひろ

」  

  ③事務所窓口での現金支払  

 

 

（4）入所中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、利用者又はその関係者の希望により、下記協力医療機関に 

おいて診療や入院治療を受けることができます。ただし、下記医療機関での優先的な診 

療・入院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療 

を義務づけるものでもありません。 

 

 ① 協力医療機関                                                              

 医療機関の名称 在宅療養支援診療所 たんぽぽクリニック  

 所在地 愛知県長久手市丁子田15-155  

 診療科 内科・呼吸器内科  

 電話番号 0561‐42‐4099  

 

医療機関の名称 東名病院 

所在地 愛知県長久手市作田1丁目1110 

診療科 脳神経外科・消化器科・外科・循環器科・内科・神経内科 

麻酔科・放射線科・リハビリテーション科 

電話番号 0561‐62‐7511 
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② 協力歯科医療機関                                                         

 医療機関の名称 ふくい歯科医院  

 所在地 愛知県長久手市東狭間108  

 電話番号 0561‐61‐1708  

 

(5) 利用者が病院等に入院された場合の対応について（契約書第21条参照） 

  当施設に入居中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下のとおりです。 

    ① 検査入院等、7日以内の短期入院の場合 

    7日以内で退院された場合、本契約は継続されます。但し入院期間中であっても、 

所定の利用料金（1日246単位の請求＋居室の費用）をご負担いただきます。 

  ② 7日以上3か月以内の入院の場合 

    7日以上入院された場合、所定料金（居室費用）をご負担いただきます。 

また7日以上入院された場合、契約を解除する場合があります。但し、契約を解除 

した場合であっても、3か月以内に退院される場合には、再び当施設に優先的に入 

居できるよう努めます。又、当施設が満室の場合でも、短期入所生活介護（ショ 

ートステイ）を優先的に利用できるよう努めます。  

    ③ 3か月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。 

    この場合には、当施設に再び優先的に入居することはできません。 

 

（6）サービス提供時における事故発生時、その他緊急対応について 

サービス提供時に、万一事故等が発生したり、状態が急変したりした場合には、速 

やかに必要な処置および主治医又は事業所が定めた協力医療機関への連絡・相談を行 

います。受診を要する場合には身元引受人・ご家族に連絡し受診の手配・対応をいた 

します。 

 

（7）円滑な退居のための相談援助（契約書第20条参照） 

   利用者が当施設を退居する場合には、利用者の希望により事業者は利用者の心身の状 

況や置かれている環境等を照らし合わせ、円滑な退居のために必要な以下の相談援助を 

利用者に対して速やかに行います。但し、情報提供含むため、契約の終了後の医療・福 

祉サービス等が確約されるものではありません。 

 ①適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介  

 ②居宅介護支援事業者の紹介  

 ③ その他保険医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介  
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7. 利用者の義務(契約書第11条～14条参照) 

  当施設での生活を安心安全に送っていくため、守っていただく事項があります。 

 (1)利用者の施設利用上の注意義務等 

①施設及び備品の使用方法は正しく行っていただきます。 

②安全を確保するため、サービス事業者は利用者の居室内の立ち入りをいたします。 

③施設及び備品を故意的に又は重大な過失により、滅失、損失、汚損もしくは変更した場

合、自己の費用により原状復帰するか、又は、相当な代価を支払うものとします。 

 

(2) 利用者の禁止行為 

 ①決められた場所以外での喫煙行為。  

 ②ハラスメント、その他迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行う行為。  

 ③喧嘩、口論、泥酔、騒音及び暴力等により迷惑を及ぼす行為。 

④当施設の建造物若しくは備品に損害を与える行為。 

⑤施設内の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害する行為。 

 

 

（3）利用者へのご理解をいただく事由について 

当施設が本重要事項説明書、契約書に基づいた違反行為を行った場合には、利用者に

対しての損害賠償責任があります。以下の事由について、利用者又はその関係者には、

損害賠償がなされない事由及び当施設での生活上で避けることができない事由に対す

る理解をいただくことになります。 

 ①契約締結時に、利用者の心身の状況及び病歴を故意につけずに、事故が起こった場合。  

 ②利用者の急激な体調の変化による避けることのできない疾病、怪我（脳出血等、感染症 

罹患、転倒による骨折等）を負い、又、当施設に自己の責に帰すべき事由ではない場合。 

 

 ③(1)、(2)の違反行為により、事故が発生した場合。 

④ サービス事業者の指示・依頼に反して行った行為。 

 

 

 

8. 施設を退所していただく場合（契約の終了について）（契約書第16条参照） 

当施設との契約が終了する期日は、特に定めていません。従って、以下のような事由が 

ない限り、継続してサービスを利用することができますが 仮にこのような事項に該当する

に至った場合には、当施設との契約は終了し、利用者に退所していただくことになります。 

①利用者が死亡した場合。 

②要介護認定により利用者の心身の状況が自立又は要支援、要介護1、要介護2と 

判定された場合（要介護1、要介護2については平成27年4月1日からの入所者が対象）。 

③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した 

場合。 

④施設の滅失や重大な毀損により、利用者に対するサービスの提供が不可能になった 

場合。 

⑤当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合。 

⑥利用者から退居の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい）。 

⑦事業者から退居の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい）。 
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（1）利用者からの退所の申し出（中途解約・契約解除）（契約書第17条、第18条参照） 

    契約の有効期間中でも、利用者から当施設からの退所を申し出ることができます。そ 

の場合には、退所を希望する30日前までに、解約・解除を申し出下さい。ただし、以下 

の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 

 ①介護保険給付又は対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合。  

 ②施設の運営規程の変更に同意できない場合。  

 ③利用者が入院された場合。  

 ④事業者若しくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める地域密着型入所者生

活介護サービスを実施しない場合。 

 

 ⑤事業者若しくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合。  

 ⑥事業者若しくはサービス従事者が故意又は過失により入所者の身体・財物・信用等を傷  

 つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。       

 ⑦他の利用者が利用者本人の身体・財物・信用等を傷つけた場合若しくは傷つける恐れが

ある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合。 

 

 ⑧反社会的勢力の排除条項に該当した場合。  

 

（2）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除）（契約書第19条参照） 

   以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくことがあります。     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   ①利用者又はその関係者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項につい

て、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい 

 重大な事情を生じさせた場合。 

 ②利用者によるサービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告に    

 もかかわらずこれが支払われない場合。 

 ③利用者が故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者若しくは他の利用者等 

 の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどに 

 よって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。 

 (ア)利用者またはその関係者が事業者の職員に対して行う、ハラスメント行為による 

著しい迷惑行為があり、健全な信頼関係を築くことができない場合。 

 ④利用者が連続して7日以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合、 

又は入院した場合。 

 ⑤利用者又はその関係者が他施設を希望し、利用者が他施設に入所した場合。 

 ⑥施設内禁止事項に該当した場合。 

⑦反社会的勢力の排除条項に該当した場合。 
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9. 身元引受人（契約書第23条参照） 

  契約締結にあたり、身元引受人を立てることをお願いすることがあります。 

但し、身元引受人を立てることができない相当の理由が認められる場合は、この限りでは

ありません。尚、身元引受人は、本重要事項説明書及び契約書における「代理人」とし、

「代理人」とは、ご家族又はその関係者等とします。身元引受人の役割は、以下の通りと

します。 

 ①契約に基づく利用者に対する一切の債務につき、利用者と連帯して履行の責任を負います。  

 ②身元引受人の負担は、極度額百万円を限度とし、負担する債務の元本は、契約の終了時に

確定するものとします。 

 

 ③利用者は、身元引受人が契約中に死亡もしくは辞退した場合には、新たに身元引受人を立

てるよう努めると共に、当施設に対する一切の債務につき、新身元引受人は利用者と連帯

してその履行の責任を負うものとします。 

④利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続を円滑に進行するものとします。 

⑤契約解除又は、契約終了の場合、当施設と連携して利用者の状態に見合った適切な受け入

れ先の確保に努めてもらいます。 

⑥利用者が死亡した場合の遺体及び慰留金品の処理その他の必要な措置をしてもらいます。 

 

⑦介護計画等、施設サービス提供における各種同意書の署名・提出及び施設サービス提供上

の相談・連絡の窓口として、当施設に協力してもらいます。 

⑧契約終了後の利用者の残置物の速やかに引き取りをしてもらいます。 

⑨⑧にて残置物の引き取り義務を履行しない場合、当施設より利用者又は身元引受人に引き

渡すものとします。但し、引渡しに係る費用は、利用者又は身元引受人に負担してもらい

ます。 

⑩当施設は利用者に身元引受人がいない場合、利用者の残置物を処分することができます。

但し、必要は利用者による負担となります。 

 

 

 

10. 反社会的勢力の排除（契約書第24条参照） 

  利用者及びその関係者、当施設ともに、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団

関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ず

る者（以下、「反社会的勢力」という）のいずれでもなく、又反社会的勢力が経営に実

質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該

当しないことを確約するものとします。以下、相手方またはその関係者が該当する場合

には契約を解除するものとし、損害が生じても賠償を要しないものとします。 

 ①反社会的勢力に該当・利用及び関与している場合  

 ②反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしている場合  

 ③暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、暴力及び

風説の流布・偽計・威力を用いた信用破棄・業務妨害その他に準ずる行為に及んだ

場合 
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11. 虐待防止について 

当施設は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次に

掲げるとおり必要な措置を講じます。 

（1）虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止についての 

責任者 
俵 百合子 

（2）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果についてサー

ビス従業者に周知徹底を図っています。 

（3）虐待防止のための指針の整備をしています。 

（4）サービス従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（5）サービス提供中に、事業者及びサービス従業者又は利用者に係る関係者（現に養護

している家族・親族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した

場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

 

 

12. 身体拘束について 

 事業者及びサービス従事者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。

ただし、自傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に

対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、

次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、

身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

（1）緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身

体に危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

（2）非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険

が及ぶことを防止することができない場合に限ります。 

（3）一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくな 

った場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

 

13. 苦情の受付について（契約書第26条参照） 

  当施設における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受け付けます。 

（1）当施設における苦情の受付 

 

施設相談窓口 

担 当 者：  生活相談員   和田 清孝 

       副施設長    俵 百合子 

受付時間：  9：00 ～18：00 

場  所：  だいたい村１階事務所受付 

電  話：  0561‐63‐3400 

F A X ：    0561‐76‐3407 

 

  

  

  

  

  

   苦情解決責任者：法人本部  福田 由貴子 

 

 

 



- 17 - 

 

（2）行政機関その他苦情受付機関                                               

  

 

あいち福祉オンブズマン 

FAX番号 052-228-1738（曜日・時間は問いません）  

 書式の指定はありません。  

 内容によっては、応答されない場合もございます。  

 長久手市役所 

福祉部長寿課 

介護保険係 

愛知県長久手市城の内60番地1  

 電話番号：0561‐63‐1111（代） 

受付時間：8：30～17：15（月～金曜日）  

 国民健康保険団体連合会 

（苦情相談窓口） 

名古屋市東区泉1-6-5 

電話番号：052‐971‐4165 

 

(3) 第三者評価の実施状況について 

実施の有無：無 
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小規模特別養護老人ホームだいたい村 重要事項説明書説明確認書 

 

令和   年   月   日 

 

 地域密着型老人介護福祉施設入所者生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基

づき重要事項の説明を行いました。 

 

説明者           小規模特別養護老人ホーム だいたい村 

 

         職 名        

 

         氏 名                   

  

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、地域密着型介護福祉施設入

所者生活介護サービスの提供開始に同意しました。 

 

     利用者   住 所  

 

         氏 名                   

 

  

 私は、利用者本人に代わり、貴施設から重要事項の説明を受け、上記署名を行いまし

た。 

私は、利用者本人の意思を確認し、署名を行いました。 

   

 

 身元引受人  住 所 

    

         氏 名                 （続柄       ） 

   


